
 

アクア甲府訪問介護 重要事項説明書 
 

 

 

 

当事業所はご利用者に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明しま

す。 

 

１ 事業者 

 法人名 株式会社スタッフシュウエイ 

 法人所在地 愛知県東海市名和町後酉 19 番地 

 連絡先 052-601-3366 

 代表者氏名 代表取締役 内藤 明 

 

２ 事業所の概要 

 事業の目的 アクア甲府訪問介護が行う指定訪問介護事業の適切な運営を確保

するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態

にある高齢者に対し、適切な指定訪問介護を提供することを目的

とする。 

 事業所の名称 アクア甲府訪問介護 

 事業所の所在地 山梨県甲府市下小河原町 256-4 

 連絡先 TEL 055-298-4366  FAX 055-298-4377 

 運営方針 ご利用者様の意思及び人格を尊重し、利用者のためのサービス提

供を行います。 

 指定年月日 令和 5年 8月 1日 

第三者評価の実施の有無 なし 

 

３ 職員の体制 

当事業所では、ご利用者に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況> 令和 6年 6月 1日現在 

職 種 人数 勤 務 形 態 

管理者 １名 常勤（サービス提供責任者と兼務） 

サービス提供責任者 
１名 

以上 
常勤（管理者と兼務） 

訪問介護員  名 常勤換算 2.5 人以上 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

甲府市長 指定 第 1970105738 号 



４ 事業実施地域及び営業時間 

 通常の事業実施地域 甲府市 

 事務所の営業日・営業時間  月曜～日曜（祝日も営業） 9:00～18:00 

 その他  24 時間対応可能 

 

５ 当事業所が提供するサービス内容・料金 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス ※介護保険法に定められるサービス 

身体介護 

排泄、食事、入浴、清拭、衣類着脱、洗面、体位変換、移動・移乗介助、外出

介助、起床及び就寝介助、服薬介助、自立生活支援・重度化防止のための見守

り的援助（自立支援、ＡＤＬ・ＩＡＤＬ・ＱＯＬ向上の観点から安全を確保し

つつ常時介助できる状態で行う見守り等） 

生活支援 調理、洗濯、掃除、買い物、衣類の入れ替え、その他 

 

（２）介護保険の給付の対象とならないサービス 

利用料金 
介護保険の給付限度額を超えた部分にかかるサービスは全額自己負担額とな

ります。 

交通費等 実費負担はありません。 

 

提供するサービスの第三者による評価の実施状況等 

利用者アンケート調査、意

見箱等利用者の意見等を把

握する取組の状況 

１ あり 
実施日  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

第三者による評価の実施状

況 

１ あり 

実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １ あり     ２ なし 

２ なし 

 

（３）利用料金は『アクア甲府訪問介護 利用料金表』参照 

 

（４）利用料金のお支払い方法 

・ 前記（１）、（２）の料金・費用は、１ヶ月分をまとめて請求（請求内容確定の翌月 15 日

頃）させていただきます。 

・ 支払方法：金融機関口座からの自動振替となります。 

・ 支払日：サービス提供月の翌月２６日に振替口座より引き落とさせていただきます。 

 

（５） 利用の中止、変更、追加 

・ 利用予定日の前に、ご利用者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、



もしくはサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の

前日１５時までに事業者に申し出て下さい。 

・ 利用予定日の前日までに申し出がなく、利用の中止の申し出をされた場合、キャンセル

料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご利用者の体調不良等正

当な事由がある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日 15 時までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日 15 時までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の５０％ 

サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼動状況により利用者の希望す

る日時にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議しま

す。 

 

６ サービス利用にあたっての留意事項  

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービスの提供にあたっては、複数の訪問介護員が交代してサービスを提供します。 

 

（２）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

利用者は「５ 当事業所が提供するサービス内容・料金」で定められたサービス以外の業務

を事業者に依頼することはできません。 

 

②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。 

但し、事業者は訪問介護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に充分に配慮する

ものとします。 

 

③備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な居室の備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使

用させていただきます。 

 

（３）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない

場合には、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容

と時間に応じたサービス利用料金を請求します。 

 

（４）訪問介護員の禁止行為 

訪問介護員は、ご利用者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は

致しません。 

①医療行為又は医療補助行為 

②ご利用者もしくはその家族等からの高価な物品等の授受 

③ご利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 



④ご利用者もしくはその家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

 

 

（５）事故時の対応 

事業所は、利用者に対する介護サービスの提供にあたって事故が発生した場合は、すみやか

に必要な処置を講じます。 

 

７．苦情の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は全職員が受付けますが、苦情受付け窓口も設けてありま

す。 

苦情受付窓口 アクア甲府訪問介護（9：00～18：00） 055-298-4366 

担当者 管理者兼サービス提供責任者 須田 和哉 

 

（２）当事業所以外の苦情受付機関 

甲府市福祉部福祉支援室長寿介護課経営係 ご利用時間 平日 8:30～17:15 

電話番号 055-237-5473 

山梨県国民健康保険団体連合会 ご利用時間 平日 9:00～17:00 

電話番号   055-223-2111 

 

  



1割負担 2割負担 3割負担

身体介護０１ 日中 167 333 500

身体介護０１・夜 早朝・夜間 209 417 625

身体介護０１・深 深夜 251 501 751

身体介護１ 日中 250 499 748

身体介護１・夜 早朝・夜間 312 623 935

身体介護１・深 深夜 374 748 1,121

身体介護２ 日中 396 791 1,186

身体介護２・夜 早朝・夜間 495 989 1,483

身体介護２・深 深夜 594 1,187 1,780

身体１生活１ 316 641 947

身体２生活１ 462 923 1,409

初回加算(対象月のみ) 205 409 613

緊急時訪問加算 103 205 307

※上記表の自己負担額は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の金額の誤差が生じる事があります。

所要時間20分未満

所要時間20-30分未満

所要時間30-60分未満

アクア甲府訪問介護　料金一覧表　 令和6年6月1日

 利用者の負担金額（1単位10.21円の利用者負担割合で計算）を徴収させていただきます。

サービス名
内　容

※早朝･夜間 6:00-8:00・18:00-22:00
  日中 8:00-18:00  深夜 22:00-6:00

自己負担額      (円)

※２人の介護スタッフで介護を行う場合は、１００％加算となります。

※上記表に記載されているものは、主な項目ですが、上記以外のサービスがあった場合は、国で定められた単位数に
より料金請求させていただきます。

身体1に加えて生活援助が20分以上45分未満の場合

身体2に加えて生活援助が20分以上45分未満の場合

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サービ
ス提供責任者が初回等に指定訪問介護を行った場合等
の加算。

要望・必要により、居宅サービス計画にない訪問介護（身
体介護）を行った場合の加算。

所定単位数×22.4％×地域加算（10.21） 左記金額の負担割合証に応じた金額介護職員処遇改善加算


